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公正取引委員会節電実行計画 

 

平成２３年６月２１日 

公 正 取 引 委 員 会 

 

 政府の節電実行基本方針（平成２３年５月１３日電力需給緊急対策本部決定）

に基づき，公正取引委員会節電実行計画（以下「計画」という。）を以下のとお

り定める。 

 

１ 実施期間 

 計画の実施期間は，平成２３年７月１日から同年９月３０日までとする。 

 

２ 対象施設 

 計画の対象施設は，東京電力管内に所在する公正取引委員会本局（以下「本

局」という。）の施設及び東北電力管内に所在する公正取引委員会事務総局東

北事務所（以下「東北事務所」という。）の施設とする。 

 

３ 目標 

 前記２の対象施設において，ピーク期間・時間帯（平成２３年７月から９

月までの平日の午前９時から午後８時までをいう。以下同じ。）の使用最大電

力について，下表に示す率の削減を実現する。 

 

対象施設 基準電力値 目標削減率

ピーク期間・時間帯 

目標使用 

最大電力 

目標 

削減電力 

本局の施設 ８０１ｋＷ（※１） ２０％ ６４１ｋＷ １６０ｋＷ

東北事務所

の施設 

１６ｋＷ（※２） １５％ １３．６ｋＷ ２．４ｋＷ

 

※１ 本局が入居している中央合同庁舎第６号館の基準電力値である７，５００ｋＷの値を，

今年度の本局の按分率（当該施設に入居している官署の人員数・面積を勘案して算定さ

れた，当該施設全体の使用電力に乗じて当該官署の使用電力を算出するための率をいう。

以下同じ。）で按分した基準電力値とする。 

※２ 東北事務所が入居している仙台第２合同庁舎の基準電力値である３３０ｋＷの値を，

昨年度の東北事務所の按分率で按分した値を基準電力値とする。 
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４ 節電に係る具体的な取組 

 次の取組により，前記３の目標を達成する。 

（１）公正取引委員会が単独で行う取組 

ア 本局における節電対策 

節電対象 対  策 

執務室等の空調・照明 ・ ブラインドの適切な調整 

・ クールビズの徹底 

・ 蛍光灯の点灯本数の通常使用時に比しての原 

 則２分の１程度の間引き 

・ 昼休み中の消灯の徹底 

・ 熱中症の予防や対策の周知 

サーバ室の空調・照明 ・ 設定温度の見直し 

・ 蛍光灯の点灯本数の通常使用時に比しての２ 

 分の１程度の間引き 

パソコン，ＯＡ機器及び

その他機器 

・ パソコンの省エネ設定への変更 

・ 複合機及びプリンターの使用台数の削減 

・ 長時間不使用時の電源オフ 

・ 使用していない機器の電源プラグを抜く 

・ その他機器は原則使用禁止 

エレベーター ・ 近くの階への昇降時の階段の利用（２アップ 

 ３ダウン） 

自動販売機 ・ 消灯 

 

イ 東北事務所における節電対策 

節電対象 対  策 

執務室等の空調・照明 ・ 窓及びブラインドの適切な調整 

・ クールビズの徹底 

・ 蛍光灯の点灯本数の通常使用時に比しての原 

 則４分の１程度の間引き 

・ 昼休み中の消灯の徹底 

・ 熱中症の予防や対策の周知 

パソコン，ＯＡ機器及び

その他機器 

・ パソコンの省エネ設定への変更 

・ 長時間不使用時の電源オフ 

・ 使用していない機器の電源プラグを抜く 

・ その他機器は原則使用禁止 

エレベーター ・ 近くの階への昇降時の階段の利用（２アップ 
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節電対象 対  策 

 ３ダウン） 

 

ウ 電力使用状況の職員への周知 

 本局において，前日の使用最大電力を職員向けイントラネットに掲示す

ることにより，職員が定期的に本局の電力使用状況を把握できるようにす

る。 

 

（２）合同庁舎を管理する官署と協力して行う取組 

 本局及び東北事務所がそれぞれ入居する合同庁舎におけるエレベーター

の運転等合同庁舎の共用部分に係る電力使用及び空調設備の運転について

は，合同庁舎を管理する官署と協力して節電を行う。 

 

（３）定時退庁等の一層の推進 

 以前から，超過勤務の削減等について取組を進めているところ，計画実

施期間においては，行政サービスと業務効率の水準維持や職員の健康と福

祉に留意しつつ，業務の性質に応じ，次の取組を一層推進する。 

ア 定時退庁の励行による在庁時間の削減，超過勤務の縮減の徹底 

イ 夏季休暇を利用した連続取得等年次休暇の取得の推進 

 

（４）進捗管理 

 本局の各課室及び東北事務所において，節電担当者を置くことにより，

節電実行の進捗管理を行う。 

 

５ 節電効果の検証 

 実施期間の後，節電効果の検証を含む取組実績を，本局及び東北事務所に

ついてそれぞれ検証した上，これを公表する。 

 


